
1「ひとつの種から  みんなの心も花いっぱい」

一般財団法人　岐阜市未来のまちづくり財団

環境都市　岐阜市の緑を守り未来へ引き継ごう
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緑化助成事業 岐阜公園・華松軒
講習会スケジュール 民有地緑化助成制度

掲 示 板

　緑化推進に関する活動内容を逐次掲載するとともに、多くの人にご参加をいただく各種イベント、催し物等
の紹介、花や緑に関する情報発信の場として掲載いたします。
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、各種講習会の開催延
期、内容の変更、縮小のほかマスク着用、アルコール消毒などの感染
防止対策を徹底して実施しました。

花飾り講習会

「エンジョイ　ホーム ウイズ フラワーズ」

　令和３年度第５回花飾り講習会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、財団ＨＰに掲載した大西由
美子先生の動画による指導で、3月15・16日に材料と資料を配付し、参加者各自が花飾りを作成する方法で実
施しました。
　２種類のミニバラと黒葉スミレ、ネモ
フィラ、デルフィニウムを焼き物の鉢に
寄せ植えしていただきました。

「観葉植物を使う初夏の寄せ植え」

第１回花飾り講習会　令和4年5月18・19日に南部・北部コミュニティセンターにおいて、安藤功治先生の指導の
もと開催しました。
　ポトスなど6種の観葉植物を使っ
て自由に寄せ植えを作り、完成した
寄せ植えを長持ちさせる管理方法な
ど熱心に受講されました。

講　習　会
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「秋を感じる植物を使った寄せ植え」

第2回花飾り講習会　9月15・16日に南部・北部コミュニティセンターにおいて、第1回と同じく安藤功治先生の
指導でアルテルナンテラ・もみじばゼラニウムなど6種類の花苗を使って、寄せ植えを楽しんでいただきました。

「寄せ植えで暮らしに賑やかさと彩りを！」

第3回花飾り講習会　11月30日・12月1日に南部・北部コミュニ
ティセンターにおいて、清水純子先生の指導で開催しました。
　ヘリクリサムシルバースノー・メラレウカレッドジェームなど7
種の花苗で、クリスマ
スやお正月飾りにもな
る寄せ植え作っていた
だきました。
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夏休み子ども寄せ植え教室

保存樹等管理者講習会

ふれあい花壇団体交流会

　7月27日（水）南部コミュニティセンターにおいて、安藤功治先
生の指導で小学生を対象に寄せ植え教室を開催しました。ご家
族と一緒に寄せ植えを楽しんでいただけました。

　7月20日（水）北部コミュニティセンターにお
いて、岐阜市が指定をした保存樹・保存樹林
の管理者を対象に樹木医の遠藤一二己先生
から「樹木の日常管理と衰退原因」のテーマ
で、講習会を開催しました。葉、枝、幹、根の
それぞれの注視する箇所、樹木の日常管理に
ついて、分かりやすく解説いただきました。

第1回　5月31日～6月2日　南部・北部・西部コミュニティセンター
　「四季の花壇管理」と題し、高橋清先生に講演
をいただき団体交流会を実施しました。
　参加者へ肥料を配付するとともに、花壇の土・施
肥の方法など管理についても講義いただき、各団体
を代表する参加者が、熱心に聞き入っていました。

第２回　10月4日～6日　南部・北部・西部コミュニティセンター
　｢花をより美しく育てるために」と題し、安藤功治先生に講演いただき団体交流会を実施しました。
　秋にふれあい花壇に配付するパンジーの上手な育て方や花壇の土つくりについてや、交
流会参加団体へ配付するチューリップ球根の植え方についても説明され、参加者から大変
参考になったとのご意見をいただきました。
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道三まつり　JR岐阜駅北口

　4月3日(日)にJR岐阜駅北口駅前広場で開催された、道三駅前楽市に出店し、緑化基金募金
を行い、多くの方に協力いただきました。

イ ベ ン ト

シニアワークフェア　みんなの森　ぎふメディアコスモス

第12回　岐阜公園ふれあい緑化フェア　　岐阜公園

　10月29日(土)に岐阜市シルバー人材センター主催のシニアワー
クフェアに協賛出店として参加しました。緑化啓発活動として
緑化基金募金を行い、多くの方に協力いただきました。

　10月22日(土)に菊花展と同時開催で、第12回岐
阜公園ふれあい緑化フェアを開催しました。多くの
人が訪れ、先着100名に花の苗をプレゼントし、緑
の募金スクラッチくじ・買い物抽選会・子ども寄せ
植え体験を実施しました。
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第５１回　岐阜公園菊人形・菊花展　　岐阜公園

信長まつり

市民茶会　　ココロときめく♪茶の湯体験

　10月22日（土）～11月23日（祝）まで、岐阜公園にて岐阜公園菊
人形・菊花展が開催されました。菊作りの名人たちが育てた、山
菊総合花壇、大菊花壇、美濃菊、千輪仕立て、大菊小作り、小菊
盆栽、小菊盆養、だるまづくり、自由花など多くの作品が展示され
ました。また、12月4日には、優秀作品の表彰式がありました。

　11月5・6日に岐阜市産業・農業祭～
ぎふ信長まつり～が開催され、5日にJR
岐阜駅北口の駅前楽市に出店し、緑化
啓発活動として緑化基金募金を行い、
多くの方に協力いただきました。
　6日は、木村拓哉さんが信長役で
武者行列が行わ
れ、多くの観客
が訪れ、報道で
も取り上げられ
ました。

　11月12日（土）午前と午後の2回、岐阜公園の一角にある「華松軒」で、市民茶会を開催しました。
　この催しは、日本の伝統文化である茶の湯を、初心者の方にも身近に楽しんでいただくことを目的に開催しました。
　参加者は、講師の杉岡宗萌先生（表千家同門会）からお茶の歴史などのお話を聞いた
後、庭の待合から色づき始めた紅葉の木 を々通り抜け、本格的な茶室「青翠庵」を見学し、
幽玄の世界に浸っていただきました。
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緑化助成事業

岐阜公園・華松軒

わが家のシンボルツリーの無料配付事業
　岐阜市内で住宅を新築もしくは新築住宅を購入された方へ苗木をプレゼントさせていただきます。併用住宅
については、住宅部分が２分の１を占めること。お家のメモリアルツリーとして末永く大切にしてください。岐阜
市職員が家屋調査時にパンフレットを配付します。

樹木医診断制度
　大切に育てている樹木を健康な状態に保つことを目的に、樹木に関する相談、治療方法などの指導を受け
ることができます。岐阜市樹木医会（樹木医・グリーンドクター）が診断します。

保存樹・保存樹林補助金交付事業
　保存樹・保存樹林の所有者又は管理者を対象とした、民有地にある巨樹・巨木を良好な状態で後世に引き
継いでいくための助成制度です。保存樹・保存樹林とは、市長が指定した、一定条件に該当する樹木又は樹
木の集団のことです。
　岐阜市指定保存樹　86本　　保存樹林　20箇所

　岐阜公園は、金華山の大自然に包まれ、市民の皆さんの憩いの場として愛されています。	
　園内や周辺をめぐられたあとに、華松軒（立礼茶席）でお抹茶と和菓子はいかがでしょうか。

営業時間　1月4日〜12月28日　10時〜16時　ただし、5月11日～10月15日は10時~16時30分
定 休 日　月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
　　　　　	一服　500円（お菓子付き）　抹茶ソフト　300円　＊お菓子は日によって異なります。
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講習会スケジュール（令和５年度）

花飾り講習会 ふれあい花壇団体交流会 保存樹等管理者講習会

第 1 回　5/17（水）・18（木） 5/30（火）・31（水）・6/1（木） 7/20（木）
第 2 回　9/26（火）・27（水） 10/3（火）・   4（水）・5（木） 場所　南部コミュニティセンター
第 3 回　12/6（水）・  7（木） 場所　南・北・西部コミュニティセンター
第 4 回　3/13（水）・14（木）
場所　南・北部コミュニティセンター

民有地緑化助成制度のご利用について

一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団では、
岐阜市を緑あふれる都市とするため、民有地緑化事業を進めています。

張芝奨励補助金
　住宅用地及び当該地内の建物屋上（ベランダ含む）に新たに張芝を行うもの。ただ
し、販売目的としての住宅用地に張芝を行うものは、補助の対象としません。住宅用地
は、個人の住居の用に供する土地。施工費用の一部を補助する制度です。

生け垣づくり奨励補助金　　　　
　住宅用地に新たに生け垣を設置するもの。公道に面したブロック塀等を取り壊して、当
該取壊した部分に生け垣を設置するもの。ただし、販売目的としての住宅用地に生け垣
を設置するものは、補助対象としません。施工費用の一部を補助する制度です。　　　　　　

屋上緑化奨励補助金交付事業　　
　建物の屋上に新たに樹木、地被類（芝生を含む）の植栽をするもの。ただし、販売目的として建物の屋上に行うものは、
補助の対象としません。施工費用の一部を補助する制度です。

環境緑化奨励補助金交付事業
　市街地の緑化を推進するとともに地域的に緑化整備を進める事業で、個人または団体の民有地において事業実施後
10年以上オープンスペースとして利用するもの。事業所、大型店舗、集合住宅の空き地や駐車場に、将来的に緑被率が
30％以上の部分に植栽を行うものを対象とします。施工費用の一部を補助する制度です。

地域緑化奨励補助金交付事業
　市街化区域内の緑化を推進するため地域的に緑化整備を進める事業で、事業実施後10年以上オープンスペースとし
て利用することができる、個人または団体が地域内で行う緑化事業等です。施工費用の一部を補助する制度です。

壁面緑化奨励苗木の無料配付事業
　公道に面した壁面につる性植物を列状に植栽する事業。植栽用地は、居住に供する建物、学校（学校教育法に定める
学校）の校舎等並びに事務所、工場及び倉庫等の建物が存する土地、壁面は、植栽用地内に存するブロック塀、石塀、ネッ
ト、フェンス等とします。配付する苗木は、指定された種類とし、100株を限定とします。

（必ず着手前の確認が必要となりますので計画のある方は事前にご相談ください）

一般財団法人　岐阜市未来のまちづくり財団　緑化推進事務所
〒500-8003　岐阜市大宮町１丁目（岐阜公園内）
 TEL058-262-4787   FAX058-262-0215　https://www.gifu-mirai.org/new/


